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令和 8年 (2026年 )5月 21日

熊本県薬剤師会長 様
熊本県農林水産部長

熊本県健康福祉部長

令和 8年度 (2026年 度)熊本県農薬危害防止運動の実施について
(通知 )

農薬危害防止運動については、貴職による従来からの格別の御配慮もあり、これ

まで農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底に大きな役割を果たすことがで

きております。

御案内のとおり近年は、農薬の飛散低減、周辺住民 E環境への危害防止などに重

点をおき、御指導をいただいているところです。

つきましては、本年度も別添のとおり「令和 8年度 (2026年 度)熊本県農薬
危害防止運動実施要綱」を定め、各関係機関 i団体と緊密な連携のもとに、本運動

を実施することとしましたので、運動の趣旨を御理解のうえ、御協力をよろしくお

願いします。

問い合わせ先

農業技術課 植物防疫・農薬監視班 :尾方
TEL:096-333-2381

薬務衛生課 監視麻薬班 :前田
TEL: 096-333=2242
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令和8年度(2026年度)熊本県農薬危害防止運動の概要について

趣 旨
「令和 8年度 (2026年 度)熊本県農薬危害防止運動実施要綱」に基づき、農薬の散
布や保管管理中の事故防止、住宅地等での農薬使用における周辺環境への悪影響の防止、

及び農薬適正使用及び適正販売のT層の徹底を図るため、農薬危害防止運動を実施する。

2 実施期間
令和 8年 (2026年 )6月 1日 から8月 31日 まで

3 運動のテーマ及び重点指導項目
(1)運動のテーマ
「使用前、周囲よく見て ラベル見て」
(2)重点指導事項
① 農薬ラベルによる使用方法の確認
② 土壌くん蒸剤使用時の適切な取扱い
③ 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策
④ 誤飲日誤食、盗難防止に向けた適切な保管 E管理

4 実施事項
(1)農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発

① 広報誌等による普及啓発
② 啓発資料の配布や情報発信、講習会等を通じた普及啓発
③ 指導日周知が行き届きにくい農薬使用者への普及啓発
④ 医療機関等に対する農薬中毒事故発生時の対応についての情報提供

2)農薬による事故を防止するための指導
① 農薬使用者、農薬販売者等の関係者令の指導等
② 農薬の保管 E管理及び適正処理に関する指導
③ 農薬使用者の健康管理
④ 事故情報の把握

(3)農薬の適正使用等についての指導
① 農薬使用基準の連守及び使用履歴の記帳の徹底
② 販売及び使用が禁止されている農薬の取扱いに関する指導
③ 無登録農薬の疑いがある資材の使用に関する指導

農薬の適正販売についての指導

農薬販売者に対する指導

農薬販売者への立入検査等による指導
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④ 販売禁止1農薬の自主回収入|の協力に関する指導
④ 無登録農薬の疑いがある資材の販売に関する指導
⑤ インターネットを利用した農薬の販売に対する指導
⑥ 農薬として使用できない除草剤の販売に対する指導

(5)有用生物や水質への影響低減のためめ関係者の連携
① 蜜蜂の危害防止対策
② 水域の生活環境動植物の被善及ぴ水質汚染防止対策
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ラベルを確認 帳簿に記録 !

農薬を使う前に:・・

①適用作物
②使用量
③希釈倍数
④使用時期
⑤使用□ 数など

①使用年月日

②使用場所

③農作物名

④農薬の種類・篭称

⑤使用量・希釈倍数

①学校や住宅等の周辺で散布す

| る場合は、最大限の配慮を。
い
li事前に十分な周矢□を行う。
・
.l②周囲に人や家畜がいないか、

蜜蜂の巣箱がないかを確認す

る。

③散布は風のないときなど、天

候や時間帯を選心ヽ。

④散布後の残液や器具の洗浄液

は、河川等に流れ込まないよ

う注意志
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令 和 8年 度 (2026年 度 )熊 本 県 農 薬 危 害 防 止 運 動 実 施 要 綱

第 1 趣 旨
農 薬 の 安 全 か つ 適 正 な使 用 及 び保 管 管 理 の徹 底 は 、農 産 物 の 安 全 確

保 及 び 農 業 生 産 の 安 定 の み な らず 、 国 民 の健 康 の保 護 及 び 生 活 環 境 の

保 全 の観 点 か ら も極 め て 重 要 で あ る。

この た め 、従 来 か ら、農 薬 取 締 法 (昭 和 23年 法 律 第 82号 )及 び 毒 物

及 び 劇 物 取 締 法 (昭 和 25年 法 律 第 303号 。 以 下 「毒 劇 法 」 とい う。)

に 基 づ く取 締 り等 を行 う と と も に 、食 品衛 生 法 (昭 和 22年 法 律 第 233

号 )に 基 づ く残 留 基 準 に対 して き め細 や か に対 応 す る た め 、農 薬 の飛

散 低 減 対 策 を含 め た農 薬 の適 正 使 用 、 地 域 及 び 関係 部 局 間 の連 携 協 力

体 制 の 強 化 等 に努 めて き た と こ ろ で あ る。

しか しな が ら、 全 国 の 事 案 を見 る と農 薬 の使 用 に伴 う使 用者 、周 辺

住 民 、 家 畜 、周 辺 環 境 等 に 紺 す る被 害 の発 生 事 例 や 、 農 薬 の不 適 正 な

使 用 に よ り農 作 物 か ら食 品衛 生 法 に 基 づ く残 留 基 準 を超 えて農 薬成 分

が 検 出 され る事 例 が依 然 と して確 認 され る状 況 に あ る。

ま た 、 学校 、保 育 所 、病 院 、 公 園 等 の公 共 施 設 内 の植 物 、街 路樹 並

び に住 宅 地 に近 接 す る農 地 (市 民農 園や 家 庭 菜 療lを 含 む 。)及 び森 林

等 に お い て農 薬 を使 用 す る とき は 、農 薬 の飛 散 を原 因 とす る住 民 、 子

供 等 に健 康 被 害 が 生 じな い よ う、飛 散 防 止 対 策 の
~層 の徹 底 を 図 る こ

とが 必 要 で あ る。

加 え て 、農 薬 登 録 を受 け る こ とな く、農 薬 と して の効 能 効 果 を うた

っ て い る資 材 や (成 分 か らみ で農 薬 に該 当す る資 材 が販 売 及 び 使 用 さ

れ る事 例 も確 認 され 、 引 き続 き そ の よ うな 資材 の販 売 及 び使 用 を根 絶

す るた め の周 知・ 指 導 の 強 化 を 図 つ て い く必 要 が あ る。

農 薬 取 締 法 第 27条 に お い て 、「農 薬 使 用 者 は 、 農 薬 の使 用 に 当た つ

て は 、 農 薬 の安 全 か つ 適 正 な使 用 に 関す る知 識 と理 解 を深 め る よ うに

努 め る (一 部 抜 粋 )」 と規 定 され て お り、農 薬 の適 正 使 用 等 に関 す

る必 要 な知 識 の普 及 、農 薬 の使 用 に 関 す る情 報 提 供 等 を通 じて 農 業 者 、

防 除 業 者 そ の他 の 農 薬 を使 用 す る者 (以 下 「農 薬 使 用 者 」 とい う。)の

自発 的 な知 識 。理 解 の 向 上 及 び 適 正 使 用 を図 つ て い く必 要 が あ る。

以 上 を踏 ま え 、農 薬 取 締 法 ほ か 関係 法 令 に 基 づ き遵 守 す べ き事 項 に

つ い て 周 知 徹 底 す る と と もに 、農 薬 及 び そ の 取 扱 い に 関 す る正 しい知

識 を広 く普 及 させ る こ とに よ―り、農 薬 の道 正 販 売 、安 全 か つ適 正 な使

用 及 び保 管 ・ 管 理 並 び に使 用 現 場 に お け る周 辺 へ の配 慮 を徹 底 し、 も

っ て 、農 薬 の 不 適 正 な取 扱 い や そ れ に伴 う事 故 等 を未 然 に防 止 す る こ

とを 目的 と して 、 農 薬 危 害 防 止 運 動 を実 施 す るも
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第 2名 称
農 薬 危 害 防 止 運 動 (以 下 「運 動 」 とい う。)

第 3実 施 期 間
令 和 8年 (2026年 )6月 1日 か ら同年 8月 31日 ま で の 3か 月 間 と
す る。                ,

第 4実 施 主 体
熊 本 県 ′

第 5運 動 の テ ー マ 及 び 重 点 指 導 項 目
関係 者 が一 体 とな っ て運 動 に取 り組 む こ とを 目的 と して 、 これ ま で

の課 題 を踏 ま え、 以 下 の テ ー マ 及 び 重 点指 導 項 目を設 定 し、 運 動 を展

開 す る。

1 運 動 の テ ー マ

農 薬 は 、農 薬 ラベ ル (以 下 「ラベ ル 」 とい う。)の 表 示 事 項 に従 つ て
使 用 す る こ とで 、事 故 ・ 被 害 等 が 防 止 され 、農 作 物 等 の 安 全 が確 保 さ

れ る こ と、 ま た 、農 薬 の 再 評 価 が進 む と農 薬 使 用 者 又 は蜜 蜂 に係 る被

害 防上 方 法 が 追 加 され るた め 、 ラベ ル の確 認 の重 要 性 を改 めて 啓 発 す

る必 要
｀
が あ る こ と、周 辺 住 民 や 農 作 物 等 へ の飛 散 防 止 対 策 、住 宅 地 等

にお け る農 薬 の適 正 使 用 等 に十 分 な 配 慮 が な され て い る とは言 え な い

場 面 が依 然 と して 見 られ る こ と等 を踏 ま え、 昨年 度 に 引 き1続 き令和 8

年 度 の運 動 の テ ー マ を「使 用 前 、周 囲 よ く見 て  ラベ ″ 見 て 」とす る。
ま た 、農 薬 取 締 法 に お い て 、「農 薬 使 用 者 は 、農 薬 の使 用 に 当た っ て

は 、農 薬 の安 全 か つ 適 正 な使 用 に 関 す る知 識 と理 解 を深 め る よ うに努
‐め る (一 部 抜 粋 )」 と され た こ とを踏 ま え、改 め て 、農 薬 の適 正使 用 等

に 関す る必 要 な知 識1の 普 及 、農 薬 の使 用 に 関す る情 報 提 供 等 を通 じて

農 薬使 用 者 の 自発 的 な知 識 。理 解 の 向 上や 農 家 の適 正 使 用 を図 つ て い

く。

2 重 点 指 導 項 目
以 下 の項 目につ い て は 、 近 年 、全 国 的 に農 薬 の使 用

害 等 が発 生 して い る こ とか ら、 重 点 的 に指 導 す る。

① 農 薬 ラベル に よ る使 用 方 法 の確 認

(第 5の 3の (1)の ア )
② 土壌 くん蒸剤 使 用 時 の適 切 な H文 扱 い  '

に伴 う事 故

2
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(第 5の 2の (1)の ウ )
③ 住 宅 地 等 で 農 薬 を使 用 す る際 の周 辺 へ の 配 慮 及 び 飛 散 防 止 対 策

(第 5の 2の (1)の 工 )

④ 誤 飲・誤 食 、盗 難 防 止 に 向 け た適 切 な保 管・管 理 (第 5の 2の (2))

第 5実 施 事 項
1 農 薬 及 び そ の 取 扱 い に 関 す る正 しい 知 識 の 普 及 啓 発      ｀

(1)広 報 誌 等 に よ る普 及 啓 発
ア  県 (本 庁 )に お け る実 施 事 項           `

本 運 動 は 、 健 康 福 祉 部 及 び 農 林 水 産 部 が 一 体 と な り、 他 の

研 究 機 関 及 び 関係 団 体 との 緊 密 な 連 携 の も と に 実 施 し、 本 運

動 を よ り協 力 に 実 施 す る た め 広 報 誌 、 ポ ス タ r、 イ ン タ ー ネ

ッ トを 活 用 す る と と も に ヽ 報 道 機 関 の 協 力 を得 て 、 本 運 動 の

趣 旨徹 底 並 び に農 薬 及 び 農 薬 使 用 に 関 す る正 しい 知 識 の 普 及

啓 発 を行 う。

イ  県 (出 先 機 関 )及 び 市 町 村 に お け る 実 施 事 項

管 内 の 実 情 に応 じ、 市 町 村 広 報 誌 、 公 民 館 報 、 防 災 無 線 放

送 及 び 広 報 車 等 を利 用 して 本 運 動 の 周 知 徹 底 を 図 る。 ま た 、

関係 法 令 等 の 趣 旨 の 周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 特 に農 薬 使 用

者 の 不 注 意 等 に 起 因 す る事 故 を未 然 に 防 止 す る た め 、 散 布 作

業 従 事 者 を 対 象 と して 、 別 記 1、「農 薬 に よ る事 故 の 主 な 原 因

等 及 び そ の 防 止 の た め の 注 意 事 項 」 の 周 知 徹 底 を 図 る。

併 せ て 、 農 薬 の 適 正 な 使用 や 保 管 管 理 な ど農 薬 に 関 す る 正 し

い 知 識 の 普 及 に 努 め る。

(2)啓 発 資 料 の 配 布 や 情 報 発 信 、 講 習 会 等 を通 じた 普 及 啓 発

、農 薬 使 用 者 の ほ か 、毒 物 劇 物 取 扱 者 、農 薬 販 売 者 、 さ らに は地 方

自治 体 の施 設 管 理 部 局 等 、 施 設 内 の植 栽 管 理 の た め に病 害 虫 防 除 を

委 託 す る可 能 性 の あ る.者 等 を対 象 と して 、農 薬 の適 正 販 売 (安 全 か

つ 適 正 な使 用 、農 薬 に よ る危 害 の 防 止 対 策 、事 故 発 生 時 の応 急 処 置 、

関 係 法 令 等 に 関 す る啓 発 資 料 の 配 布 又 は ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 活 用 し

.た
情 報 配 信 、 講 習 会 等 に よ り、農 薬 の 取 扱 い に 関 す る正 しい 知 識 の

普 及 を図 る。

な お 、農 薬 の 安 全 か つ適 正 な使 用 や 保 管 管 理 、中 毒 時 の応 急 処 置 、

救 急 指 定 病 院 の 情 報 等 につ い て解 説 した 資 料 を配 布 し、理 解 の増 進

に努 め る。                         ,
(3)指 導 H周 知 が 行 き届 き に くい 農 薬 使 用 者 へ の 普 及 啓 発

講 習 会 等 の 開 催 や 巡 回 に よ る指 導 …周 知 が 行 き届 き に くい 農 薬 使

3                           ′



用 者 に対 して も指 導 。周 知 の徹 底 が 図 られ る よ う、 農 産 物 直 売 所 の

管 理 者 に対 して 、 直 売 所 に 出荷 す る農 薬 使 用 者 を対 象 に農 薬 の適 正

使 用 に 関 す る注 意 喚 起 を行 うこ とや 集 荷 の 際 に農 薬 の使 用 履 歴 に

基 づ き農 薬 の使 用 状 況 を確 認 す る よ う普 及 啓 発 を図 る こ と。

ま た 、 無 人 マ ル チ ロー ター を利 用 して農 薬 散 布 を実 施 す る場 合 、

地 上 で の 散 布 に 比 べ て 高 濃 度 の農 薬 を使 用 す る可 能 性 が あ る た め 、

農 薬 の適 正 使 用 に 関 して 十 分 理 解 して お く こ とが 必 要 で あ る。 この

た め 、 無 人 マ ル チ ロー ター の 関係 団 体 、 メ▼ カ ー 、 販 売 店 、 教 習 施

設 等 に対 して 、 無 人 マ ル チ ロー ター を用 い る農 薬 使 用 者 ⌒ の 、 普 及

啓 発 資 料 の配 付 や 講 習 会 参 加 の 呼 び か け を要 請 す る志

さ らに、 使 用 しな くな っ た 不 必 要 な農 薬 や 農 薬 の 空 容 器 につ い て

は 、農 薬 使 用 者 等 に対 し、 関係 法 令 を遵 守 し、廃 棄 物 処 理 業 者 に委

託 す る な ど適 正 に 処 理 す る よ う関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と連 携 して

周 知 徹 底 お よび 推 進 す る。

(4)周 辺 環 境 に配 慮 した 農 薬 使 用 の 普 及 啓 発
水 域 の 生 活 環 境 動 植 物 の被 害 防止 、河 川 等 の公 共 用 水 域 の水 質 汚

濁 の 防 止 等 に よ り生 活 環 境 の保 全 を 図 るた め 、 止 水 期 間 の 遵 守 、道

切 な水 管 理 及 び 畦 畔 整 備 を講 じる よ う、普 及 啓 発 を行 うこ と。ま た 、

公 共 施 設 内 の植 物 、街 烙 樹 及 び住 宅地 に近 接 す る場 所 にお け る農 薬

に係 る事 故 を 防 止 す る た め て 周 囲 の 状 況 を考 慮 して 使 用 す る よ う、

、普 及 啓 発 を行 うこ と。

(5)医 療 機 関 等 に 対 す る農 薬 中毒 発 生 時 の 対 応 に つ い て の情 報 提 供 等
医療 機 関等 に対 して 、農 薬 の 中毒 時 の症 状 及 び そ の応 急 処 置 等 に

つ い て解 説 した 資 料 を配 布 す るな ど、 万 が一 事 故 が 発 生 した 場 合 の

処 置 体 制 につ い て 万 全 を期 す る よ う努 め る。 i

2農 薬 に よ る事 故 を防 止 す る た め の 指 導 等
(1)農 薬 使 用 者 、農 薬 販 売 者 等 の 関 係 者 へ の 指 導 等
農 薬 散 布 の 際 の不 注 意 等 に起 因 す る事 故 を未 然 に 防 止 す るた め 、

農 薬 使 用 者 、病 害 虫 防 除 の責 任 者 及 び農 薬 使 用 委 託 者 を対 象 と して 、

遵 守 す べ き 関係 法 令 及 び 別 記 1「 農 薬 に よ る事 故 の 主 な 原 因 等 及
び そ の 防 止 の た め の 注 意 事 項 」 の周 知 徹 底 を 図 る。

そ の 際 に は 、 特 に 以 下 の事 項 につ い て 指 導 を徹 底 す る。

ア 農 薬 使 用 に 当た っ て の 防護 装 備 着 用 の徹 底
農 薬 の調 製 、 散 布 及 び 防 除器 具 の洗 浄 を行 うとき は 、 農 薬 の容

器 に表 示 され た使 用 上 の 注 意 事 項 等 に従 い 、農 薬 用 マ ス ク、保 護

メ ガネ 等 の 防 護 装 備 を着 用 す る よ う指 導 を徹
｀
底 す る こ と。
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ま た 、令 和 2年 4月 以 降 に登 録 が 申請 され た新 規 成 分 を含 む 農

薬 及 び 再 評 価 を受 け た農 薬 に つ い て は 、被 害 防 上 方 法 と して 、作

物 及 び使 用 法 ご とに 防護 装 備 の 着 用 が設 定 され る場 合 が あ る こ と

か ら、 ラベ ル の確 認 が 重 要 で あ る こ と。

イ 混 用 に 関 す る注 意 事 項 の厳 守 の徹 底

や む を得 ず 、使 用 の 段 階 で 農 薬 と他 の 農 薬 等 (肥 料 等 を含 む )

を混 用 して使 用 す る 、 い わ ゆ る現 地 混 用 を行 う場 合 に お い て 、 ラ

iベ ル に他 の農 薬 等 との 混 用 に 関す る注 意 事 項 が表 示 され て い る と

き は 、 当該 注 意 事 項 を厳 守 す る と と も に 、 生 産 者 団 体 が発 行 す る

「農 薬 混 用 事 例 集 」 等 を参 考 と し、 これ ま で に知 見 の な い組 合 せ

で 現 地 混 用 を行 わ な い よ う指 導 す る こ と。

ウ 土 壌 くん 蒸 剤 の使 用 に 当 た つ て の安 全 確 保 の徹 底

被 覆 を要 す る 土 壌 くん 蒸 剤 (ク ロル ピ ク リン剤 )に つ い て は 、

依 然 と して全 国 的 に (農 薬 使 用 者 が適 切 に被 覆 を行 わ な か つた こ

と等 を主 な原 因 とす る事 故 が 毎 年 報 告 され て い る こ とか ら、 そ の

適 正 な取 扱 い に 関 す る以 下 の 事 項 に つ い て 、指 導 を徹 底 す る こ と。

①  被 覆 を要 す る土 壌 くん蒸 剤 は 、刺 激 性 が あ り、 正 し く使 用 し

ない と、揮 散 して 、周 辺住 民等や 農 薬使 用者 に被 害 を及 ぼす こ

とが あ る こ と。

②  被 覆 を要 す る土壌 くん蒸剤 を使 用 す る場 合 は 、農 薬 の容器 に

表 示 され た使 用 上 の注 意 事 項等 に従 い 、吸収 缶付 き防護 マ ス ク

等 の防護 装備 の着 用 、施 用 直後 に適 正 な材 質及 び厚 さの資材 を

用 い て被 覆 を完 全 に行 うこ と等 の安 全確 保 を徹 底 す る こ と。

揮 散 ガ ス に よる危 害 を防止 す るた め、 ク ロル ピク リン剤 につ

い て は朝 夕 な ど比 較 的気 温 の低 い時 間帯 に使 用 す るこ と。

③  ビニール ハ ウス等 の施 設 で の栽培 にお い て は、 注入 処理 時 は

施 設 を開放 す るな ど換 気 に留意 し、施 設 内 で あ って も施 用直後

に被覆 を完 全 に行 い 、臭気 が残 つて い る期 間 は施 設 内 に人 が立

ち入 らなぃ よ うにす る こ と。

④  使 用場所 や 周 辺 の状 況 に十 分配 慮 して 防 除 を行 うこ と。特 に、

住 宅 、学校 、保 育所 、病 院 、公 園そ の他 の人 が居 住 し、滞在 し、

又 は頻 繁 に訪 れ る施 設 周 辺 にお い て は 、被 覆 を要 す る土壌 くん

蒸 剤 の使 用 以外 の 防除 方 法 を検 討 す る(こ と。

や む を得 ず 、被 覆 を要す る土壌 くん蒸剤 を使 用 す る場 合 は 、

農 薬 の揮 散 に よ っ て 周 辺 住 民 等 に健 康 被 害,が 生 じな い よ う被

覆 資材 と して 、厚 め (01 03mm以 上 )の ものや難 透過性 の もの を

使 用す る と ともに 、周 辺 住 民等 へ の説 明や 事 前周 知 等 に よる被
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害 防止 対 策 を講 ず る こ と。     ′

特 に砂 地 の ほ場 や 高 温 期 にお い て は 、難 透 過 性 フ ィル ム に よ

る被 覆 を要 す る 土 壌 くん 蒸 剤 の 揮 散 防 止 効 果 が 顕 著 で あ る こ

とが確 認 され て い る の で 、指 導 に 当 た っ て 参 考 にす る こ と。

参 考 :

。「ク ロル ピク リン剤 等 の 上壌 くん蒸 剤 の適 正 使 用 に つ い て 」 (平

成 18年 11月 30日 付 け ls消 安 第 8846号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安
全 局 長 通 知 )      ´

。「被 覆 を要 す る土 壌 くん 蒸 剤 の 適 正 な 取 扱 い の徹 底 に つ い て 」

(令 和 2年 3月 :H日 付 け元 消 安 第 5645号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安
全 局 長 通 知 )

。「被 覆 を要 す る土 壌 くん蒸 剤 の使 用 実 態 等 に 基 づ く適 正 な 取 扱

い の徹 底 につ い て 」(令 和 2年 7月 15日 付 け 2消 安 第 1758号 農
林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )

。「被 覆 を要 す る上壌 くん蒸 剤 の適 正 な取 扱 い の再 徹 底 に つ い て 」

(令 和 6年 2月 14 日付 け 5消 安 第 6645 号 農 林 水 産 省 消 費 ・
安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )

。「ク ロル ピ ク リン剤 に よ る農 薬事 故 防 止 に対 す る更 な る射 策 に

つ い て 」(令 和 6年 11月 5日 付 け 6消 安 第 4401号 農 林 水 産 省 消
費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )

。「被 覆 を要 す る土 壌 くん蒸 剤 の施 設 内 に お け る適 正 な 取 扱 い の

徹 底 につ い て 」(令 和 ヤ年 7月 24日 付 け 7消 安 第 2648号  農 林
水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 ).
・ 農 林 水 産 省 ホ ー ムペ ー ジ 「被 覆 を必 要 とす る農 薬 の使 用 時 に お

け る リス ク低 減 に 関す る研 究 」

( https://wwwi maff.gO. jp/j/syouan/seisaku/regulatOry_s

cience/shuryo_list.html)
工  住 宅 地 等 に お け る農 薬 使 用 に 当た つ て の必 要 な措 置 の徹 底
ほ場 の み な らず 、 学 擦 、保 育 所 、病 院 、公 園 、保 健 所 等 の 公 共

施 設 内 の植 物 、街 路 樹 及 び住 宅 地 に近 接 す る場 所 に お い て農 薬 を

散 布 す る農 薬 使 用 者 等 に対 し、農 薬 の飛 散 が周 辺 住 民 や 子 ど も等

に健 康 被 害 を及 イずす こ とが な い よ う、 以 下 に掲 げ る事 項 を始 め と

す る封 策 が示 され て い る「住 宅 地 等 に お け る農 薬 の使 用 に つ い て 」

(平 成 25年 4月 26日 付 け 25消 安 第 175号 1環 水 大 土 発 第 130426

1号 農 林 水 産 省 消 費・安 全 局 長 、環 境 省 水 。大 気 環 境 局 長 通 知 )を

周 知 し、 そ の事 項 の遵 守 を徹:底 す る こ と。
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① 農 業 生 産 場 面

住 宅 地 等 の周 辺 ほ場 (市 民 農 園 や 家 庭 菜 園 を含 む )に お い て農

薬 を散 布 す る場 合 は 、飛 散 の少 な い剤 型 の選 択 や 飛 散 低 減 ノズル

の使 用 、周 りに影 響 が 少 な い 天 候 や 時 間 帯 の選 択 等 、農 薬 の飛 散

を防 止 す るた め の 必 要 な措 置 を講 ず る と とも に 、事 前 に農 薬 を散

布 す る 日時 、使 用 農 薬 の種 類 等 を記 した 書 面 。看 板 等 に よ り周 辺

住 民 へ の周 知 を十 分 な 時 間 の余 裕 を も つ て 幅 広 く行 うこ と。

② 公 園 等 一 般 場 面

学 校 、保 育 所 、病 院 、公 園 、保 健 所 等 の公 共 施 設 内 の植 物 、街

路 樹 及 び 住 宅 地 に 近 接 す る森 林 等 、人 が 居 住 し、滞 在 し、又 は頻

繁 に 訪 れ る 土 地 又 は 施 設 の植 栽 に お け る病 害 虫 防 除 等 に 当た つ

て は 、「公 園・ 街 路 樹 等 病 害 虫・ 雑 草 管 理 マ ニ ュアル 」 (平 成 22

年 5月 :31日 環 境 省 水 。大 気 環 境 局 土壌 環 境 課 農 薬 環 境 管 理 室 (平

成 30年 3月 己女訂 ):httpsi//wwwi env.営 o.jO/Water/dojo/noyaku/

hisanttrisk/manuall kanri:htnl)も 参 考 と しつ つ て病 害 虫の 発

生 や 被 害 の 有 無 に か か わ らず 定 期 的 に農 薬 を散 布 す る こ とをや

め 、日常 的 な観 測 に よ つ て病 害 虫被 害 や 雑 草 の発 生 を早 期 に発 見

し、被 害 を受 け た 部 分 のせ ん 定 や 害 虫 の捕 殺 、機 械 除 草 等 の物 理

的 防 除 に よ り姑 応 す る よ う最 大 限努 め る こ と。や む を得 ず 農 薬 を

使 用 す る場 合 に も 、誘 殺 、塗 布 、樹 幹 注 入 等 散 布 以 外 の 方 法 を十

分 に検 討 し、 散 布 す る場 合 で も最 小 限 の部 位 及 び 区域 に とど め 、

飛 散 防 止 対 策 を と る等 、農 薬 の選 択 及 び 使 用 方 法 を十 分 に検 討 し、

事 前 に農 薬 使 用 の 目的 、農―薬 を散 布 す る 日時 、使 用 農 薬 の種 類 等

を記 した 書 面 、看 板 等 に よ り周 辺 住 民 、施 設 利 用 者 等 へ の周 知 を

イ〒うこ と。          
´   ′     '

ま た 、立 入 制 限 範 囲 の設 定 等 に よ り、農 薬 散 布 時 や 散 布 直 後 に

農 薬 使 用 者 以 外 の 者 が 散 布 区域 内 に 立 ち入 らな い よ う措 置 を講

ず る こ と。

特 に 、学 校 で は 、万 が 一 に も児 童・ 生 徒 が 農 薬 を浴 び る こ とが

な い よ う、学 校 の施 設 管 理 者 及 び 作 業 を受 託 す る防 除 業 者 等 に対

し、児 童・生 徒 が在 学 し授 業 を受 け て い る 日 。時 間 帯 に は農 薬 散

布 を実 施 しな い な ど、散 布 日・時 間 帯 に最 大 限 配 慮 す る よ う指 導

す る こ と。

さ らに 、農 薬 使 用 者 等 だ け で な く、地 方 自治 体 の施 設 管 理 部 局 、

集 合 住 宅 の 管 理 業 者 等 、施 設 内 や 住 宅 地 周 辺 の植 栽 管 理 の た め に

病 害 虫防 除 を委 託 す る可 能 性 が あ る者 に対 し、啓 発 資 料 等 を活 用

した 積 極 的 な情 報 提 供 に よ り、本 通 知 に記 載 され て い る指 導 内 容
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の 周 知 を 徹 底 す る こ と。

(「「住 宅 地 等 に お け る農 薬 使 用 に つ い て 」の 再 周 知・ 指 導 の 徹

底 に つ い て 」 (平 成 29年 10月 25日 付 け 29消 安 第i3974号 ・ 環
水 大 土 発 第 1710251号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課
長 、環 境 省 水・ 大 気 環 境 局 土 壌 環 境 課 農 薬 環 境 管 理 室 長 通 知 )参
照 )

ま た 、 農 薬 の 飛 散 防 止 の た め 、 フ ェ 甲 モ ン トラ ッ プ (捕 虫器 )

の 使 用 は 有 効 で あ る が 、野 鳥 を誤 つ て 捕 獲 しな い よ う十 分 注 意 を

し、使 用 時 期 終 了 後 は 速 や か に 取 り外 し を 行 う等 、適 切 に 管 理 す

る こ とと

(「 公 園 、 街 路 樹 等 の 害 虫 防 除 に係 る フ ェ ロモ ジ トラ ッ プ (捕

虫 器 )の 使 用 に 当 た つ て の 注 意 喚 起 に つ い て 」(平 成 30年 2月 9、

日付 け 環 水 大 土 発 第 180291号 環 境 省 水 。大 気 環 境 局 土 壌 環 境 課

農 薬 環 境 管 理 室 長 通 知 )参 照 )
オ  有 人・無 人 航 空 機 に よ る農 薬 散 布 に 当 た っ て の 留 意 事 項 の 遵 守
の 徹 底

有 人 ヘ リ コ プ タ ー 、無 人 ヘ リ コ プ タ ー 又 は 無 人 マ ル チ ロ ー タ ー

な ど の 有 人 i無 人 航 空 機 を 用 い て 農 薬 を 散 布 す る 場 合 は 、 関 係

法 令 を遵 守 す る と と も に 、 以 下 の 通 知 を 参 照 し、 安 全 か つ 適 正

な 農 薬 散 布 を 徹 底 す る こ と。

O 有 人 ヘ リ コ プ タ エ :

i「 農 林 水 産 航 空 事 業 の 実 施 に つ い て 」 (平 成 13年 10月 25日 付

け 13生 産 第 4543号 農 林 水 産 事 務 次 官 依 命 通 知 )
。「農 林 水 産 航 空 事 業 実 施 ガ イ ドラ イ ン 」(平 成 16年 4月 20日 付

け 16消 安 第 484号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 長 通 知 )
○
′
無 人 ヘ リ コ プ タ ‐ :

・「無 人 ヘ リ コ プ タ ー に よ る農 薬 の 空 中 散 布 に 係 る 安 全 ガ イ ドラ

イ ン 」 (令 和 元 年 7月 30日 付 け 元 消 安 第 1388号 農 林 水 産 省 消
費 ・ 安 全 局 長 通 知 )

○  無 人 マ ル チ ロ ー タ ー :

,「 無 人 マ ル
｀
チ ロー タ ー に よ る農 薬 の 空 中 散 布 に 係 る 安 全 ガ イ ド

ラ イ ン 」 (令 和 元 年 7月 30日 付 け 元 消 安 第 1388号 農 林 水 産 省
消 費 ・ 安 全 局 長 通 知 )

これ ら の 通 知 に お い て 共 通 す る 留 意 点 は 、以 下 の とお りで あ る。

①  有 人 。無 人 航 空 機 の い ず れ で あ っ て も 、事 前 に 、散 布 す る 日
時 、散 布 す る農 薬 の 種 類 等 に つ い て 、周 辺 住 民 等 へ の 周 知 を 行

い 、散 布 を 実 施 す る 際 に は 、散 布 区 域 内 及 び そ の 周 辺 に お け る
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危 害 防止 に 万 全 を期 す と と も に 、作 業 関係 者 の安 全 を十 分 に確

保 す る こ と。

②  特 に 、無 人 航 空機 を用 い て農 薬 を散 布 す る場 合 は 、安 全 か つ

適 正 な農 薬 散 布 の 実 施 の た め 、 以 下 の 事 項 に留 意 す る こ と。

1)実 施 区域 周 辺 の 地 理 的 状 況 (住 宅 地 、公 共 施 設 、水 道 水 源

又 は峰 、蚕 、魚 介 類 の養 殖 場 等 に近 接 して い るか な ど )、 耕

作 状 況 (収 穫 時 期 の 近 い 農 作 物 や 有 機 農 業 が行 われ て い る

ほ場 が 近 接 して い るか な ど)等 の 作 業 環 境 を十 分 に勘 案 し、

実 施 区域 及 び 実 施 除 外 区域 の設 定 、散 布 薬 剤 の種 類 及 び剤

型 の選 定 (粒 剤 、微 粒 剤 等 の飛 散 の 少́ な い 剤 型 )等 の空 中

散 布 の 計 画 につ い て 検 討 を行 うこ と。

2)実 施 区域 周 辺 に 学 校 、病 院 等 の公 共 施 設 、家 屋 、蜜 蜂 の巣

箱 、有 機 農 業 が 行 わ れ て い る ほ場 等 が あ る場 合 に は 、危 被

害 防 止 対 策 の 下 つ と して 、 当該 施 設 の 管 理 者 及 び利 用 者 並

び に居 住 者 、養 蜂 家 、 有 機 農 業 に 取 り組 む 農 家 等 に対 し、
I農
薬 を散 布 しよ う とす る 日時 、農 薬 使 用 の 目的 、使 用 農 薬

の 種 類 及 び 実 施 主 体 の 連 絡 先 を 十 分 な 時 間 的 余 杯 を持 つ

て情 報 提 供 し、 必 要 に応 じて 日時 を調 整 す る こ と。

3)実 施 区域 周 辺 に お い て 人 の往 来 が想 定 され る場 合 、作 業 中
の実 施 区域 内 へ の進 入 を 防 止 す るた め 、告 知 、表 示 等 に よ

り空 中 散 布 の 実 施 に つ い て 情 報 提 供 を 行 うな どの 必 要 な

措 置 を講 ず る こ と。

4)農 薬 の 飛 散 等 に よ る危 被 害 を防 ぐた め 、架 線 等 の危 険 個 所 、

実 施 除 外 区域 t飛 行 経 路 及 び 操 縦 者 、 補 助 者 等 の経 路 を あ

らか じめ 実 地 確 認 し、 必 要 に応 じて 危 険 個 所 及 び 実 施 除 外

区域 を 明示 して お く こ と。

5)あ らか じめ機 体 等 メ ー カ ー が作 成 した 取 扱 説 明 書 等 に よ り、

機 体 及 び 散 布 装 置 に 関 す る機 能 及 び 性 能 に つ い て 理 解 し

て お く こ と。

6)機 体 等 メー カ ー が 取 扱 説 明 書 等 に記 載 した 散 布 方 法 (飛 行

速 度 、飛 行 高 度 、 飛 行 間 隔 及 び 最 大 風 速 )を 参 考 に散 布 を

行 うこ と (取 扱 説 明 書 等 に散 布 方 法 の 記 載 が な い 場 合 は 、

上 記 の ガ イ ドラ イ ン に 記 載 され た 散 布 方 法 を 参 考 に 実 施

す る こ と )。

7)散 布 の 際 に は 、農 薬 の 散 布 状 況 及 び気 象 条 件 の変 化 を随 時

確 認 しな が ら、農 薬 ラベ ル に表 示 され る使 用 方 法 (単 位 面

積 当 た りの使 用 量 、 希 釈 倍 数 等 )を 遵 守 し、 散 布 区域 外 へ
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の飛 散 んミ起 こ らな い よ う十 分 に 注 意 す る こ と。

8)周 辺 農 作 物 の 収 穫 時期 が 近 い場 合 、実 施 区域 周 辺 に お い て
有 機 農 業 が行 われ て い る場 合 又 は学 校 、 病 院 等 の公 共 施 設 、

家 屋 、水 道 水 源 若 しくは蜂 、蚕 、魚 介 類 の養 殖 場 等 が 近 い

場 合 な ど、農 薬 の飛 散 に よ り危 被 害 を与 え る可 能 性 が 高 い

場 合 に は 、 状 況 に応 じて 、 無 風 又 は風 が 弱 い 天 侯 の 日や 時

間 帯 の選 択 、使 用 農 薬 の種 類 の変 更 、飛 散 が少 な い剤 型 の

農 薬 の選 択 等 の対 応 を検 討 す る な ど、農 薬 が 飛 散 しな い よ

う細 心 の 注 意 を払 うこ と。

9)農 薬 暴 露 を回 避 す るた め、操 縦 者 、補 助 者 等 は 、防護 装 備
・
を着 用 す る こ と。

10)万 が 一 、事 故 等 が発 生 した 場 合 に は 、農 薬 に 関 す る事 故 に
つ い て は 、熊 本 県農 業 技 術 課 に 、 人 の死 傷 、 第 二 者 の物 件

の損 傷 、飛 行 時 に お け る機 体 の紛 失 又 は航 空機 との衝 突 若

し くは接 近 事 案、等 の航 空 安 全 に 関 す る
.事
故 につ い て は 、飛

行 の許 可 等 を行 つ た 地 方 航 空 局 保 安 部 運 用 課 又 は 空 港 事

務 所 ま で報 告 す る等 、 上 記 の ガ イ ドライ ン及 び 関係 法 令 に

、  基 づ き適 切 に対 応 す る こ と。
(農 林 水 産 省 ホ ー ムペ エ ジ )

・ 無 人 航 空機 に よ る農 薬 等 の 空 中散 布 に 関す る情 報

https.//www.maff.go.Jp/j/syouan/syokubO/galcyu/g_ ouku_zl

gyo/muzinkoukuuk土 .html

(国 土 交 通 省 ホー ムペ ー ジ )

。農 薬 散 布 にお け る無 人 航 空 機 の事 故 の状 況

httpき ://www.mlit.go.jp/kOku/cOntent/chirashi.pdf
。無 人 航 空機 の飛 行 の 安 全 に 関す る教 則 (第 4版 )

https://帝 ww.mlit.goi」 p/koFu/cOntent/001860311.pdf

(2)農 薬 の 保 管 I管 理 及 び 適 正 処 理 に 関 す る指 導
農 薬 の誤 飲 ・ 誤 食 に よ る 中毒 事 故 の発 生 そ の他 農 薬 に よ る危 害 や

悪 用 を防 止 す るた め 、農 薬 使 用 者 に姑 し、 関係 法 令 及 び 別 記 1に 基
づ く対 策 の徹 底 を図 る よ う指 導 す る。

(参 照 :農 林 水 産 省 ホ ー ムペ ー ジ 「農 薬 の使 用 に伴 う事 故 及 び被

害 の発 生 状 況 につ い て 」 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_top

ics/h20higai_zyokyo.html)

そ の:際 に は 、 特 に以 下 の 事項 につ い て 指 導 を徹 底 す る。

ア 農 薬 や そ の 希 釈 液 、残 澄 等 はペ ッ トボ トル 、 ガ ラ ス 瓶 な どの 飲
食 品 の 空 容 器 等 へ 移 し替 えた りせ ず 、施 錠 の され た 場 所 に保 管 す
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る等 、保 管 管 理 を徹 底 す る こ と。 ま た 、誤 つ て移 し替 え て しま う

こ との な い よ う、 これ らの 空 容 器 等 は農 薬 保 管 庫 等 の 近 くに置 か

な い こ と。 万 が 一 、 容 器 の破 損 等 に よ り他 の容 器 へ 移 し替 え ぎ る

を得 な い場 合 に は 、飲 食 品 の容 器 は使 用 せ ず 、 内 容 物 が農 薬 で あ

る こ とを明 記 した 上 で使 用 す る な ど、農 薬 の誤 飲 を防 止 す るた め

の適 切 な対 応 策 を講 じる こ と。

(「 農 薬 の誤 飲 を防 止 す るた め の 取 組 につ い て 」 (平 成 23年 5月

16日 付 け 23消 安 第 lH4号 農 林 水 産 省 消 費・安 全 局 農 産 安 全 管 理

「課 長 通 知 )参 照 )
イ 使 用 しな くな つ た農 薬 につ い て は 、 関係 法 令 を遵 守 し、 廃 棄 物

処 理 業 者 へ 依 頼 す る等 に よ り適 正 に 処 理 す る こ と。

・ ウ 毒 劇 物 (毒 物 及 び 濠ll物 取 締 法 第 2条 第 1項 の毒 物 及 び 回条 第 2

項 の劇 物 を い うと以 下 同 じ。)た る農 薬 が 飛 散 し、漏 れ 、流 れ 出 し、

染 み 出 し、 又 は 地 下 に染 み 込 ん だ 場 合 に お い て 、保 健 衛 生 上 の危

害 が 生 ず るお そ れ が あ る とき は 、 直 ち に 、 そ の 旨 を保 :健 所 、警 察

署 又 は 消 防機 関 に届 け 出 る と と も に 、保 健 衛 生 上 の 危 害 を防止 す

‐ るた め に必 要 な応 急 の措 置 を講 じ る こ と。 ま た 、 毒 劇 物 た る農 薬
が 盗 難 に あい 、 又 は紛 失 した とき は 、 直 ち に 、 そ の 旨 を警 察 署 に

届 け 出 る こ と。

(3)農 薬 使 用 者 の 健 康 管 理

農 薬 使 用 者 に対 し、 そ の健 康 の 管 理 に十 分 留 意 させ る と と もに 、

特 に病 害 虫 の 共 同 防 除 に従 事 す る者 等 、長 時 間 に わ た つて 防 除 作 業

を行 う者 に対 して は 、 作 業 の 前 後 に 必 要 に応 じて健 康 診 断 を受診 す

る よ う指 導 す る。

(4)事 故 情 報 の 把 握
今 後 の事 故 防 止 対 策 に反 映 させ るた め 、 医 療 機 関等 との連 携 を密

に し、 医 療 機 関 等 に対 し、 事 故 内 容 等 の速 や か な報 告 を依 頼 す る等

農 薬 に よ る事 故 の 状 況 を的 確 に把 握 す る。

3農 薬 の 適 正 使 用 等 に つ い て の 指 導 等

(1)農 薬 使 用 基 準 の 連 守 及 び使 用 履 歴 の 記 帳 の 徹 底

農 薬 に よ る危 害 の 防 止 及 び 農 作 物 の 安 全 確 保 の た め 、農 薬 使 用 者

に対 し、農 薬 を使 用 す る者 が遵 守す べ き基 準 を定 め る省 令 (平 成 15

年 農 林水産省 `環 境省 令 第 5号 )を 踏 ま え、適 用 作物 、使 用 量や 希

釈 倍 数 、使 用 時期 、使 用 回数 等 の農 薬使 用 基準 、並 び に適 用 病 害 虫

の範 囲及 び使 用 方 法 、被 害 防上方 法 、使 用 上 の注意 事 項並 び に最 終

有 効年 月 の遵 守 を徹 底 す る よ う指 導 す る。 農 薬 の適 正使 用 の更 な る
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推 進 を図 るた め 、 現 地 調 査 等 に よ る農 薬 の使 用 実 態 の把 握 に努 め る。

令 和 2年 度 に は、 農 業 者 に よ る農 薬 の 不 適 正使 用 の結 果 、 当該 農
薬 の 有 効 成 分 の 農 作 物 中 の 残 留 濃 度 が 食 品 衛 生 法 に 基 づ き 定 め ら

れ た残 留 基 準 値 を大 幅 に超 過 し、 当該 農 作 物 を摂 食 した場 合 に健 康

に悪 影 響 を及 ぼす お それ が あ る事 案 が発 生 した こ とか ら、 この よ う

な事 案 の発 生 を防 ぐた め に 、農 薬 の適 正 使 用 と併 せ て 、農 薬 を使 用

した年 月 日、 場 所 て 対 象 農 作 物 、使 用 した農 薬 の種 類 や 名 称 、 単位

面積 当た りの使 用 量 や 希 釈 倍 数 を内 容 とす る、使 用 履 歴 の 記 帳 を徹

底 す る よ う指 導 す′る。 (「 農 薬 適 正 使 用 の徹 底 につ い て 」 (平 成 22年
12月 15日 付 け 22消 安 第 7478号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全

管 理 課 長 通 知 )及 び 「農 薬 の 不 適 正 使 用 に よ り健 康 に悪 影 響 を及 ぼ
す お そ れ が あ る事 案 の発 生 及 び 農 薬 の適 正 使 用 に係 る指 導 の 徹 底 」

(令 和 2年 12月 24日 付 け 2消 安 第 4308号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全
局農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )参 照 )
農 産 物 直 売 所 にお い て は 、農 産 物 直 売 所 の管 理 者 に対 して 、 直 売

所 に 出 荷 す る農 薬 使 用 者 を 対 象 に 農 薬 の 道 正 使 用 に 関 す る 注 意 喚

起 を行 う こ とや 集 荷 の 際 に 農 薬 の 使 用 履 歴 に 基 づ き農 薬 の 使 用 状

況 を確 認 す る よ う指 導 を行 うこ と。 (「 農 産 物 直 売 所 で販 売 され る農

産 物 に 関 す る農 薬 の適 正 使 用 及 び 使 用 履 歴 の確 認 の徹 底 に つ い て 」

(令 和 5年 12月 19日 付 け 5消 安 第 5483号 農 林 水 産 省 消 費 ・
安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )参 照 )    ′

ま た 、別 記 2「 農 薬 の不 適 正 使 用 の 主 な原 因及 び そ の 防 止 対 策 」
につ い て 、 市 町 村 、農 業 協 同組 合 及 び 農 産 物 直 売 所 等 関係 機 関 の職

員 と協 力 しつ つ 、巡 回 指 導 や 集 団 指 導 等 の 方 法 に よ り効 果 的 に指 導

を行 う。                 .
加 えて 、GAP(農 業 生 産 工程 管 理 )の 実 施 が 、農 薬 の適 正 使 用 に 関
して も有 効 な手 段 で あ る こ とに鑑 み 、農 業 者 に対 して は 、「国 際水 準

GAPガ イ ドライ ン」(令 和 4年 3月 8日 付 け 3農 産 第 3417号 農 林 水
産省 農 産 局 長 通 知 )等 を参 考 と して 、 各 生 産 地 が取 り組 ん で い る生
産 ェ 程 管 理 の 点 検 項 目の 中 の 農 薬 の 適 正 使 用 に 関 す る 取 組 に つ い

て ヽ 改 め て 注 意 喚 起 を行 い 、 安 全 な農 産 物 を生 産 で き る よ う、積 極

的 に指 導 を行 う。

指 導 の 際 に は 、特 に以 下 の 事 項 につ い て 留 意 す るょ

ア  適 用 の な い 作 物 に誤 っ て農 薬 を使 用 す る こ との な い よ う(必 ず
使 用 前 に ラベ ル を確 認 す る こ と。 同 じ科 に属 す る作 物 で あ っ て も

形 状 や 栽 培 形 態 が 異 な っ た り、名 称 や 形 状 が似 て い て も異 な る作

物 で あれ ば 、使 用 で き る農 薬 や 使 用 方 法 が異 な る場 合 が あ る こ と
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に 注 意 す る こ と。 誤 認 しや す い 農 作 物 に つ い て は 「別 表 :農 薬 登

録 にお け る誤 認 しや す い農 作 物 の 例 」 を参 考 に し、 特 に留 意 す る

こ と。 併 せ て 、 再 評 価 等 に よ リメー カ ー 等 か ら最 新 の 情 報 が提 供

され た 際 に は 、 当該 情 報 も確 認 しつ つ 農 薬 を使 用す る こ とと

イ 使 用 した農 薬 が 散 布 対 象 の 作 物 とは別 の 作 物 に付 着 。残 留 す る
こ との な い よ う、 当該 別 の 作 物 に農 薬 が 飛 散 す る こ とを防 止 す る

十 対 策 を徹 底 す る と,と もに 、農 薬 の使 用 前 後 に は 防 除器 具 を点 検 し、

十 分 に洗 浄 され て い るか確 認 す る こた 。 特 に 、 日本 農 林 規 格 等 に

関 す る法 律 (昭 和 25年 法 律 第 175号 )に 基 づ く有 機 農 産 物 の認
証 を受 け よ う とす る農 家 の 生 産 ほ場 周 辺 で 作 業 す る場 合 に は 、 当

該 生 産 ほ場 へ の農 薬 の飛 散 等 に 十 分 注 意 す る こ と。

(「 農 薬 の使 用 基 準 の 遵 守 及 び 飛 散 防 止 対 策 の徹 底 につ い て 」(平

成 23年 9月 5日 付 け 23消 安 第 3034号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局

農 産 安 全 管 理 課 長 、植 物 防 疫 課 長 通 知 )及 び 「農 薬 飛 散 対 策 技 術
マ ニ ュア ル 」(平 成 22年 3月 農 林 水 産 省 消 費・安 全 局植 物 防疫 課 )

参 照 )

ウ 作 物 群 登 録 の あ る農 薬 を使 用 す る際 に は 、農 薬 に対 す る感 受 性
が 作 物 に よ つ て 異 な る こ とが あ り、 これ に よ つ て 薬 害 の程 度 も異

な るた め 、 作 物 群 に属 す る作 物 に初 め て使 用 す る場 合 は 、 事 前 に

小 面積 に使 用 し、薬 害 の有 無 を十 分 に確 認 して か ら使 用 す る こ と。

工  最 終 有 効 年 月 を過 ぎた農 薬 は 、 そ の 品 質 が 保 証 され な い た め農
薬 の 効 果 が 十 分 で な い だ け で な く、使 用 基 準 や 残 留 農 薬 基 準 値 が

変 更 され て い る場 合 が あ り、使 用 した 農 産 物 が残 留 農 薬 基 準 値 を

超 過 す る可 能 性 も あ る こ とか ら、 最 終 有 効 年 月 を過 ぎ た農 薬 を使

用 しな い こ と。

オ  水 田 に お い て使 用 され る農 薬 に つ い て 、 十 分 な止 水 期 間 を と ら

ず に水 田 内 の 水 を排 水 路 に流 すを 河 川に お い て基 準 値 を超 え た濃

度 の農 薬 が 流 出 す るお そ.れ が あ る こ とか ら、 水 田 に お い て農 薬 を

使 用 す る場 合 は 、 注 意 事 項 に記 載 され た 止 水 期 間 を遵 守 し、適 切

な水 管 理 や 畦 畔 整 備 の措 置 を講 じる こ と。

(「 水 田 に お い て 使 用 され る農 薬 に お け る止 水 期 間 の 遵 守 の 徹 底

につ い て 」 (平 成 23年 10月 12日 付 け 23消 安 第 3601号 農 林 水 産

省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )参 照 )
(2)販 売 及 び 使 用 が 禁 上 され て い る農 薬 の 取 扱 い に 関 す る指 導
農 薬 使 用 者 に 対 し、販 売 及 び 使 用 が 禁 止 され て い る農 薬 につ い て 、

農 林 水 産 省 の ホ ー ムペ ー ジ (httpsi〃 wvw.maff.go.jo/j/nouyaku/n

_kinsi/)等 に お い て 提 供 す る情 報 を確 認 した 上 で 、これ らの農 薬 が
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自宅 の 倉 庫 等 で 発 見 され た 場 合 は 、 使 用 した り、 他 人 に 譲 渡 し た り

せ ず 、 関 係 法 令 を 遵 守 して 適 切 に 処 理 す る よ う指 導 す る と

な お 、 平 成 22年 4月 1日 に 販 売 禁 止 農 薬 に 追 加 され た ケ ル セ ン

又 は ジ コ ホ ー ル を 含 む 農 薬 及 び 平 成 24年 4月 1日 に 販 売 禁 止 農 薬
に 追 加 さ れ た ベ ン ゾ エ ピ ン 又 は エ ン ドス ル フ ァ ン を 含 む 農 薬 に つ

い て は 、 農 薬 製 造 者 が 自主 回 収 を 行 っ て い る た め 、 受 け 付 け て い る|

農 業 協 同 組 合 及 び 販 売 店 に 持 参 す る よ う指 導 す る。

ま た 、残 留 性 有 機 汚 染 物 質 に 関 す る ス トッ ク ホ ル ム 条 約 の 第 12回

締 約 国 会 議 (令 和 7年 4月 か ら 5月 に か け て 開 催 )― に お い て 、 同 条

約 の 附 属 書 ,A(廃 絶 )に 、 ク ロル ピ リホ ス を 追 加 す る こ と が 決 定 し
た こ と に 伴 い 、 当 該 物 質 を 含 む 農 薬 に つ い て は 、 農 薬 製 造 者 が 自主

回 収 を 行 つ て い る た め 、 回 収 を 受 け 付 け て い る農 業 協 同 組 合 又 は 販

売 店 に 持 参 す る よ う指 導 す る こ と。

(毒 劇 物 法 、 消 防 法 (昭 和 23年 法 律 第 186号 )、 廃 棄 物 の 処 理 及 び

清 掃 に 関 す る 法 律 (昭 和 45年 法 律 第 137号 )及 び 「販 売 禁 止 農 薬 等
の 回 収 に つ い て 」 (平 成 23年 12月 13日 付 け 23消 安 第 4597号 農 林

水 産 省 消 費・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )及 び 、「ク ロル ピ リホ ス

を含 む 農 薬 の 回 収 に つ い て 」(′令 和 8年 1月 30日 付 け 7消 安 第 6351

号農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )会 照 )
(3)無 登 録 農 薬 の 疑 いが あ る資材 の 使 用 に 関 す る指 導
農 薬 登 録 番 号 等 、農 薬 取 締 法 第 16条 に規 定 す る表 示 が な い に も
か か わ らず 、:農 薬 と して の効 能 効

｀
果 を うた い 、又 は病 害 虫 の 防 除 効

果 が あ る資 材 は 、 無 登 録 農 薬 の疑 い が あ り、 この よ うな 資 材 を使 用

す る こ とは 、
1農
薬 取 締 法 第 24条 に違 反 す る可 能 性 が あ るた め 、農 薬

使 用 者 に対 し、 この よ うな 資材 を使 用 しな い よ う指 導 す る。

令 和 6年 に は 、 特 殊 肥 料 と して 輸 入 され て い た製 品 を分 析 した結

果 、 我 が 国 で は 農 薬 と して 登 録 を受 け て い な い 有 効 成 分 で あ る が 、

病 害 虫 防 除 効 果 を有 す る程 度 含 ま れ て い る こ とが 確 認 され る 事 案

が発 生 した 。 農 林 水 産 省 ホ ー ムペ ー ジ で 公 表 され て い る 「農 薬 疑 義

資材 の使 用 防 止 )― フ レ ッ ト」 等 を活 用 し周 知 す る と と も に 、 こ の

よ うな資 材 に係 る情 報 にっ い て は 、 県 若 し くは九 州 農 政 局 の農 薬 指

導 部 局 又 は 農 林 水 産 省 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の 「農 薬 目 安 箱 」

( https://www,contaCtus,maff.go.jo/j/form/syouan/nOuyaku/1o

07301.html)に 提 供 す る よ う指 導 す る。(「 無 登 録 農 薬 で あ る と疑 わ
れ る資材 に係 る製 造 者 、販 売 者 等 へ の 指 導 につ い て 」(平 成 19年 11
月 22 日付 け 19消 安 第 10394号 農 林 水 産省 消 費 ・ 安 全 局 長 通 知 )
及 び 「株 式 会 社 M・ BoMが 輸 入 。販 売 した 無 登 録 農 薬 に 関 す る注
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意 喚 起 に つ い て 」 (令 和 6年 8月 6日 付 け 6消 安 第 2787号 農 林 水 産

省 消 費 。安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 通 知 )参 照 )

(4)そ の他 の 留 意 事 項
ア  ヨ ウ化 メ チ ル 剤 を栗 の 収 穫 後 の くん 蒸 に使 用 す る際 は 、気 密 度

等 の確 認 を受 け た 施 設 で の み 作 業 を行 う と と もに 、保 護 具 を着 用

し、使 用 後 は 直 ち に被 覆 を行 う等 、 安 全 な くん蒸 を行 うよ う指 導

す る。

イ  不 要 とな つ た 農 薬 や そ の 希 釈 液 等 の 水 路 や 河 川 等 今 の 投 棄 に

よ り、 生 活 環 境 動 植 物 に甚 大 な被 害 を与 え る こ との ない よ う、 不

要 とな つ た農 薬 は 関係 法 令 を遵 守 して適 正 に処 分 す る よ う指 導 す

る こ と。 ま た く 希 釈 液 ,イま必 要 な 量 だ け を正 確 に調 製 し、 万 が一 余

っ た 際 は 、 関係 法 令 を遵 守 して適 正 に処 分 す る よ う指 導 す る。

ウ 農 薬 を製 造 し、又 は加 工 (小 分 け を含 む 。以 下 同 じ。)す る者 は 、

農 薬 につ い て 、 農 林 水 産 大 臣 の登 録 を受 け な けれ ば 、 これ を製 造

し若 し くは加 工 し、 又 は輸 入 して は な らな い こ とか ら、 登 録 を受

け て い な い者 が製 造 し、 又 は加 工 した 農 薬 を使 用 しない よ う指 導

す る。 ま た 、 不 要 とな つ た 農 薬 を小 分 け して販 売 (譲 渡 を含 む )

しな い よ う指 導 す る。

工  医療 や 畜 産 の 分 野 で の薬 剤 耐 性 菌 対 策 に つ い で 、 世 界 的 に関 心

′ が 高 ま っ て お り、 我 が 国 で は 、令 和 5年 4月 、「薬 剤 耐 性 (4M
R)対 策 ア クシ ョンプ ラ ン (2023-2027)」 (国 際

的 に 脅 威 と な る感 染 症 対 策 の 強 化 の た め の 国 際 連 携 等 関 係 閣 僚

会 議 )が 取 りま とめ られ た と こ ろ で あ る。 農 作 物 等 の 防 除 にお け

る抗 菌 剤 (殺 菌 剤 )の 使 用 に 関 して は 、農 作 物 等 の病 害 虫防 除 の

分 野 で の薬 剤 耐 性 菌 の発 達 も重 要 な課 題 で あ る と こ ろ 、 同 一 系 統

の薬 剤 の連 続 散 布 を避 けk病 害 虫 の 発 生 状 況 に応 じた計 画 的 か つ

必 要 な範 囲 で の使 用 が 重 要 で あ る こ とに 留 意 す る こ と。

オ  試 験 研 究 の 目的 で 、 登 録 を受 け て い な い農 薬 を使 用 す る場 合 及

び 登 録 農 薬 を 定 め られ た 使 用 方 法 以 外 の 方 法 で 使 用 す る場 合 に

は 、法 令 に基 づ く管 理 を徹 底 す る と と もに 、そ の 種 類 や 数 量 の把

握 を 十 分 に行 うな ど、適 切 に管 理 す る よ う指 導 す る こ とと ま た 、

当該 農 薬 を使 用 した農 作 物 の提 供・販 売 等 は行 わず 適 切 に廃 棄 す

る よ う指 導 す る こ と。(「 農 林 水 産 大 臣 の 登 録 を受 け な い で試 験 研

究 の 目的 で農 薬 を製 造 等 す る場 合 の 留 意 事 項 につ い て 」 (平 成 16

年 11月 10日 付 け 16消 安 第 6316号 農 林 水 産 省 消 費・安 全 局農 産

安 全 管 理 課 長 通 知 )、 「試 験 研 究 の 目的 で農 薬 を使 用 等 す る場 合 の

留 意 事 項 につ い て 」 (平 成 20年 10月 3日 付 け 20消 安 第 7237号
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農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 長 通 知 )及 び 「農 薬 を 試 験 研 究 の 目的 で
使 用 した 場 合 の 農 作 物 の 取 扱 い の 徹 底 に つ い て 」令 和 7年 2月 18
日付 け 7消 安 第 6806号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課
長 通 知 )

4農 薬 の 適 正 販 売 に つ い て め 指 導 等
(1)農 薬 販 売 者 に 対 す る指 導
農 薬 の販 売 に 当た っ て は 知事 へ の届 出 が 、毒 物 及 び劇 物 取 締 法 上

の毒 物 又 は劇 物 (以 下 「毒 劇 物 」 とい う。)た る農 薬 の販 売 に 当 た つ
て は 当該 届 出 に加 え て知 事 へ の 登 録 が 、 そ れ ぞ れ 義 務 付 け られ て い

るの で 、 当該 届 出等 を行 うこ とな く農 薬 の販 売 を行 わ な しヽ よ う指 導

す る こ と。

ま た 、農 薬 の 登録 を受 け てい な い者 が製 造 し若 し くは加 工 (小 分

け を含 む )し 、 又 は輸 入 した農 薬 を販 売 しな い よ う指 導 す る こ と。
な お 、農 薬 を販 売 す る者 は 、 業 を営 む者 以 外 の個 人 も 含 む こ とに十

分 留 意 す る こ と。

加 え て 、販 売 者 に対 し、帳 簿 を備 え付 け、これ に農 薬 の種 類 別 に 、

そ の譲 受 数 量 及 び 譲 渡 数 量 (水 質 汚 濁 性 農 薬 に該 当す る農 薬 に つ い

て は 、 そ の譲 受 数 量 及 び 譲 渡先 別 譲 渡 数 量 )記 下載 し、 最 終 の 記 載 の
日か ら 3年 間保 存 す る よ う指 導 す る こ と。
さ らに 、 毒 劇 物 た る農 薬 の販 売 業 者 に封 して は 、別 記 3「 毒劇 物
た る農 薬

`I)適
正 販 売 強化 対 策 」 を周 知 徹 底 し、 そ の販 売 及 び 授 与 に

当た っ て は 、譲 受 人 の 身 元 並 び に毒 劇 物 の使 用 目的 及 び使 用 量 が 適

切 で あ る こ とを十 分 確 認 す る と と も に 、一 般 消 費 者 へ の販 売 及 び授

与 を 自粛 す る よ う引 き続 き指 導 す る こ と。

(「 毒 物 及 び 劇 物 の適 正 な販 売 等 の徹 底 につ い て 」 (平 成 17年 11
月 14日 付 け薬 食 審 査 発 第 11114001号 ・薬 食 監 麻 発 第 l H 4001】 厚
生 労 働 省 医 薬 食 品 局 審 査 管 理 課 長 、 厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 監 視 指

導 ・ 麻 薬 対 策 課 長 通 知 )参 照 )
(2)農 薬 販 売 者 へ の 立 入 検 査 等 に よ る指 導
農 薬 販 売 者 を対 象 と して 、関係 法 令 に基 づ く立 入 検 査 等 を実 施 し、

無 登 録 農 薬 の 販 売 の 取 締 り及 び 適 正 な農 薬 の販 売 に 関 す る 指 導 を

行 う。 特 に毒劇 物 た る農 薬 の販 売 業 者 に対 して は 、別 記 3「 毒 劇 物
た る農 薬 の適 正 販 売 強化 対 策 」 を周 知 徹 底 す る。

ま た 、農 薬 販 売 者 に対 す る立 入 検 査 の実 施 に際 して は 、 毒 物 及 び

劇 物 取 締 法 担 当部 局 と農 薬 取 締 法 担 当部 局 との 間 で 連 絡 を密 に し

て情 報 の 共 有 化 を 図 り、効 率 的 な 立 入 検 査 を実施 す る。
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(「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 及 び 農 薬 取 締 法 に 基 づ く立 入 検 査 に係 る技

術 的 助 言 につ い て 」(平 成 19年 3、 月 30日 付 け薬 食 発 第 0330025号 ・

18消 安 第 14527号 厚 生 労働 省 医薬 食 品 局 長 、農 林 水 産 省 消 費・安 全

局 長 通 知 )参 照 )                .
(3)販 売 禁 止 農 薬 の 自主 回 収 へ の 協 力 に 関 す る指 導
農 薬 販 売 者 に対 し、農 薬 製 造 者 が 自主 回 収 を行 つ て い る農 薬 (3

の (2)参 照 )に つ い て 農 薬 使 用 者 へ の 周 知 に努 め る と とも に 、農

薬 使 用 者 か ら農 薬 の 返 品 の 申 出 が あ つ た 場 合 は 、 これ を受 け付 け て

農 薬 製 造者 に送 付 す る よ う指 導 す る。

(4)無 登 録 農 薬 の 疑 いが あ る 資 材 の 販 売 に 関 す る指 導
―

農 薬 登 録 番 号 等 、 農 薬 取 締 法 第 16条 に規 定 す る表 示 が な い に も十

か か わ らず 、農 薬 と して の 効 能 効 果 を うた い 、又 は病 害 虫 の 防 除 効

果 が あ る資 材 は 、 無 登 録 農 薬 の疑 い が あ り、 そ の 資 材 を販 売 す る こ

とは 、農 薬 取 締 法 第 18条 第 1項 に違 反 す る可 能 性 が あ るた め 、農 薬

販 売 者 に対 し、 この よ うな 資 材 を販 売 しな い よ う指 導 す る。

ま た 、 こ う した 資 材 に係 る情 報 につ い て は 、 県 若 し くは 九 州 農 政

局 の 農 薬 指 導 部 局 又 は 農 林 水 産 省 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の 「農 薬 目安 箱 」

( https://www.contaCtus,maff.go.jp/j/form/syouan/nOuyaku/16

0730_■ html)に 提 供 す る よ う指 導 す る。(「 無 登 録 農 薬 で あ る と疑 わ

れ る資材 に係 る!製 造 者 、販 売 者 等 ⌒ の 指 導 につ い て 」(平 成 19年 11

月 22 日付 け 19消 安 第 19394号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 長 通 知 )
参 照 ))

(5)イ ン ター ネ ッ トを利 用 した 農 薬 の 販 売 に 対 す る 指 導
イ ン ター ネ ッ トに よ る通 信 販 売 や オ ー ク シ ョン等 の普 及 に伴 い 、

農 薬 販 売 につ い て も、 販 売 の届 出 を行 うこ とな く農 薬 を販 売 した り、

小 分 け した 農 薬 を販 売 した りす る不 適 切 な事 例 が確 認 され て い る。

この た め 、 国 で は イ ン ター ネ ッ トに よ る通 信 販 売 や オ ー クシ ョン等

を主 催 して い る者 に対 し、農 薬 を販 売 す る場 合 は届 出 が 必 要 で あ る

こ と、 小 分 け した 農 薬 を販 売 して は な らな い こ と等 を利 用 者 に周 知

す る よ う働 き掛 け が 行 われ て い る。 ま た 、 県 に お い て もく農 薬 販 売

者 の 届 出 に 関 す る ホ ー ムペ ー ジ に掲 載 す る等 の周 知 を行 う。

さ らに 、 毒 劇 物 た る農 薬 につ い て は 、 そ の販 売 及 び授 与 に 当た つ

て は 、 譲 受 人 の 身 元 並 び に 毒 劇 物 の使 用 目的 及 び使 用 量 が適 切 な も

の で あ るか を十 分 確 認 す る と と も に 、 一 般 消 費 者 へ の販 売 及 び授 与

を 自粛 す る よ う指 導 す る。

('「 イ ン ター ネ ッ トの フ リー マ ー ケ ッ トサ イ ト等 に お け る農 薬 の

販 売 につ い て (依 頼 )」 (令 和 5 年 5 月 10日 付 け 5 消 安 第 917
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号 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 口果長 通 知 )か 照 )
(6)農 薬 と して 使 用 で き な い 除 草 剤 の 販 売 に 対 す る 指 導
農 薬 取 締 法 に 基 づ く登 録 を 受 け て い な い 農 薬 を 、 農 作 物 等 を 害 す

る の 病 害 虫 又 は 雑 草 の 防 除 の た め に 使 用 す る こ と は 禁 止 さ れ て お

り、 農 薬 に 該 当 し な い 除 草 剤 (農 薬 取 締 法 第 22条 第 1項 に 規 定 す
る 「農 薬 以 外 の 薬 剤 で あ っ て 除 草 に 用 い られ る薬 剤 」 を い う。 以 下

同 じ。)を 農 作 物 等 の 栽 培・管 理 に 使 用 す る こ と は で き な い 。一 方 、
近 年 、 ドラ ッ グ ス トア や い わ ゅ る 100円 シ ョ ップ 等 に お い て 、農 薬
に該 当 しな い 除 草 剤 が 多 く販 売 され る よ うに な っ て お り、 ま た 、 イ

ン タ ー ネ ッ トを 通 じた 販 売 ・ 購 入 も容 易 に な っ て い る 。 さ ら に 、 農

薬 に 該 当 し な い 除 草 剤 の 容 器 ・ 包 装 や 販 売 所 に お け る 「非 農 耕 地 専

用 」 と い う表 示 が 、 当 該 除 車 剤 の 購 入 者 に 、 農 耕 地 で な け れ ば 使 用

で き る (例 : 公 園 、 緑 地 等 で あ れ ば 植 栽 管 理 に 用 い る こ と が で き
る )と の 誤 解 を 与 え る 事 例 が 確 認 され て い る 。
こ の た め 、 農 薬 に 該 当 し な い 除 草 剤 の 販 売 に 当 た っ て は (国 か ら
関係 者 に 対 し、 特 に 、 以 下 の 事 項 に つ い て 周 知 され て い る こ と に 留

意 す る。 ま た 、 以 下 の 留 意 事 項 に 沿 つ て い な い と疑 わ れ る販 売 事 案

を把 握 した 際 に は 、 農 林 水 産 省 に 連 絡 す る こ と。

ア 容 器 又 は 包 装 に 、農 薬 と して 使 用 す る こ とが で き な い 旨 を 表 示

す る こ と。

イ 販 売 所 ご と に 、公 衆 の 見 や す い 場 所 に も 、農 薬 と して 使 用 す る

こ とが で き な い 旨 を 表 示 す る こ と。

ウ 農 薬 と誤 解 して 購 入 され な い よ う、商 品 の 陳 列 に 十 分 注 意 す る

こ と。

工 農 耕 地 以 外 の 場 所 で あ つ て も 、農 作 物 等 の 栽 培 ・管 理 に 使 用 す

る こ と が で き な い 旨 の 周 知 に 努 め る こ と。

オ イ ン タ ー ネ ッ トで 販 売 す る 場 合 に は 、対 面 で の 説 明 が で き な い

こ と に 鑑 み 、 販 売 サ イ トに お い て 、 判 読 しや す い 文 字 サ イ ズ に

よ り農 薬 と して 使 用 で き な い 旨 を 記 載 す る な ど、 分 か りや す い

情 報 提 供 に 努 め る こ と。

(「 農 薬 と し て 使 用 す る こ と が で き な い 除 草 剤 の 販 売 等 に つ い

て 」(平 成 31年 3月 28日 付 け 薬 生 薬 審 発 0328第 8号 。30消

安 第 6268号 。2019製 化 管 第 32号 ・ 環 保 企 発 第 1903287号 ・

環 水 大 土 発 第 1903281号 厚 生 労 働 省 医 薬・生 活 衛 生 局 医 薬 品 審
査 管 理 課 長 、 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 農 産 安 全 管 理 課 長 、 経 済

産 業 省 製 造 産 業 局 化 学 物 質 管 理 課 長 、 環 境 省 大 臣 官 房 環 境 保 健

部 環 境 保 健 企 画 管 理 課 化 学 物 質 審 査 室 長 、 環 境 省 水 。大 気 環 境
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局 土 壌 環 境 課 農 薬 環 境 管 理 室 長 通 知 )参 照 )

5有 用 生 物 や 水 質 へ の 影 響 低 減 の た め の 関 係 者 の 連 携
(1)蜜 蜂 の 危 害 防 止 対 策
ア  ミツ バ チ に 対 す る危 害 防 止 に係 る啓 発 に つ い て
①  県 は 「蜜 峰 飼 育 関係 集 計 表 」 を市 町 村 及 び 関係 団 体 等 に配
付 し、 ミツバ チ の 危 害 防 止 に係 る情 報 (飼 育 箱 設 置 場 所 や 期
1 間 等 )を 提 供 す る。
な お 、 「蜜 蜂 飼 育 関係 集 計 表 」 に は 、養 峰 家 の個 人 情 報 等

が含 まれ るた め 、 危 害 防止 対 策 以 外 の 目的 に は利 用 せ ず 、外

部 に流 出 しな い よ う、1取 り扱 い に も十 分 注 意 す る。

②  県 ・ 市 町 村 ・ 農 業 協 同組 合 並 び に農 薬 販 売 等 関係 団 体 は 、
ミツバ チ ヘ の危 害 防 止 対 策 の徹 底 及 び 巣 箱 の位 置 や 防 除 計 画

等 の情 報 交 換 な ど、農 家 等 農 薬 使 用 者 へ の啓 発 や 連 絡 体 制 の

整 備 に努 め る。

イ 農 薬 使 用 者 及 び養 蜂 家 相 互 の 情 報 交 換 の徹 底 につ い て
①  農 薬 使 用 者 の 取 組 にう い て
1)農 業 協 同組 合 等 は 、 果 樹 及 び 水 稲 な ど、 地 域 で す 斉 に実
!施 す る基 幹 的 な 防 除 計 画 や 臨機 に実 施 す る防 除 計 画 につ

い て 、 地 域 の 連 絡 体 制 に よ り事 前 に養 蜂 家 へ 情 報 提 供 を

行 う。 無 人 航 空機 防 除 計 画 に つ い て も同様 に情 報 提供 を

行 う。

2)上 記 ① の詳 細 な 防 除 計 画 (日 程 、 場 所 等 )に つ い て は 、
改 め て養 蜂 家 へ 情 報 提 供 を行 う。

②  養 峰 家 の 取 組 につ い て
1)養 峰 家 は 、 果樹 や 水 稲 農 家 等 に飼 育 箱 設 置 場 所 や 期 間 を
明 らか にす る な ど、情 報 交 換 に努 め る。

③ 飼 育 計 画 の詳 細 (飼 育 箱 設 置 場 所 、期 間 等 )に つ い て 、飼 育

箱 を設 置 す る地 域 の農 業 協 同組 合 (営 農 指 導 )及 び 無 人｀航 空
機 防 除 の 実 施 主 体 又 は オペ レー ター ヘ 情 報 提 供 を行 う。

ウ 農 薬 の選 定 及 び使 用 に あ た っ て の 留 意 点 に つ い て     .
①  地 域 の 防 除 暦 等 に 掲 載 す る果 樹 関 係 の 訪 花 性 害 虫 防 除 薬
剤 や 水 稲 の 出穂 ・ 開花 期 に お け る 防 除 薬 剤 につ い て は 、 ミツ

バ チ 等 の 有 用 昆 虫 へ の影 響 を十 分 考 慮 す る。

②  農 薬 ラベ ル の 「被 害 防 上 方 法 」 、′
＼
「農 薬 の使 用 上 の 注 意 事

項 」 及 び 「使 用 時 期 」 を よ く確 認 し、 ミツバ チ に影 響 が あ る

農 薬 の使 用 に あ た つ て は散 布 時 間 帯 に も注 意 す る。
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事 故 発 生 時 の 姑 応 に つ い て

ミ ツバ チ の 死 亡 事 故 等 が 発 生 し

制 に 従 い 養 峰 家 か ら関係 機 関 ヘ

連 携 して 速 や か に原 因 等 の調 査

る危 害 が 確 認 で き た 場 合 は 、 国

に 、 地 域 対 策 会 議 等 に よ り再 発

啓 発 を行 う。

そ の他

以 上 の よ うな 対 策 を 講 じ る た め

及 び 農 薬 使 用 者 が 相 互 に 連 携 し

域 農 薬 安 全 対 策 協 議 会 を 主 体 に

策 に つ、い て 緊 密 な 情 報 交 換 を行

た 場
｀
合 は 、 事 故 発 生 時 の 連 絡

連 絡 す る。 ま た 、 関 係 機 関 等

を行 う と と も に 、 農 薬 使 用 に

へ の 調 査 報 告 を 実 施 す る と と

防 止 に つ い て検 討 し、 そ の 周

、 各 地 域 に お い て も養 峰 関 係

て 危 害 防 止 に 取 り組 め る よ う、

、 ミツ バ チ に 関 す る危 害 防 止

う。

(2)水 域 の 生 活 環 境 動 植 物 の 被 害 及 び 水 質 汚 濁 の 防 止 対 策

水 域 の 生 活 環 境 動 植 物 の 被 害 の 防 止 、 河 川 、 水 道 水 源 等 の 汚 染 の

防 止 等 環 境 の 保 全 を 図 る た め 、 水 道 事 業 者 等 関 係 機 関 が 実 施 す る 水

質 検 査 結 果 を 踏 ま え て 、 農 薬 を使 用 す る 場 所 の 周 辺 の 公 共 用 水 域 の

水 質 の 調 査 等 を 必 要 に 応 じて 行 い 、 そ の 結 果 を 活 用 し て 農 薬 使 用 者

等 を 指 導 す る。 ま た 、 特 定 の 農 薬 を 地 域 で 集 中 して 使 用 す る 場 合 、

そ の 農 薬 に 感 受 性 の 高 い 生 物 種 に 著 し い 被 害 が 生 じ る こ と が 懸 念

され る こ とか ら 、 で き る だ け 集 中 させ ず 多 様 な 農 薬 を 組 み 合 わ せ て

使 用 す る よ うに 指 導 す る よ う努 め る b

さ ら に 、 ゴル フ 場 で 使 用 され る農 薬 に よ る 水 質 汚 濁 及 び 生 活 環 境

動 植 物 へ の 被 害 を 未 然 に 防 止 す る た め 、 関 係 部 局 間 の 連 絡 を 密 に し、

ゴ ル フ 場 か ら の つい出 水 に 含 ま れ る 農 薬 の 残 留 実 態 の 把 握 に 努 め つ

つ 、 ゴル フ 場 関 係 者 へ の 指 導 ・ 助 言 に 努 め る こ と。

(「 ゴル フ 場 で 使 用 され る農 薬 に よ る 水 質 汚 濁 の 防 止 及 び 水 域 の

生 活 環 境 動 植 物 の 被 害 防 止 に係 る 指 導 指 針 に つ い て 」(令 和 2年 3月

27日 付 け 環 水 大 土 発 第 2003271号 環 境 省 水 。大 気 環 境 局 長 通 知 )参

照 )
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別表 :農 薬登録 における誤認 しやすい農作物の例

1 だいず えだまめ

2 いんげんまめ さやいんげん

3 キ ャベ ツ メキャベ ン

4 ブ ロッコ リエ 茎 ブ ロ ンコ リー

5 しょうが 葉 しょうが

6 し ょ っが うこん

7 たまねぎ 葉たまねぎ

8 レタス 非結球 レタス

9 トマ ト ヽヽ
ヽ トマ ト

10 ピー マ ン ししとう

11 だいこん はつかだい こん

12 し そ しそ (花穂 )

13 やまのいも やまのいも (む かご)

14 さくら 食用 さくら (葉 )

15 てんさい かえんさい

16 メ ロ ン 漬物用 メロン

17 すいか 漬物用すいか

18 と うもろこ し (子 実 ) 未成熟 とうもろ こ し ヤングコーン

19 しゅんぎく き く 食用ぎく

20 ね ぎ わけぎ あさつき

21 にんにく に ん に く (花 茎 ) 葉 1こ んイこく
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別 記 1

農薬による事故の主な原因等及びその防止のための注意事項

【人に対する事故】

1 農薬散布前
(1)原 因

① 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備の不備、防除器具等の点検不備
によるもの (ア 、イ )

② 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの (ウ 、工 )
③ 強アルカヅ性の農薬と酸性肥料を混用したため、有毒ガスが発生 したこと
1こ よるもの (オ )

④ 散布作業前 日に飲酒または睡眠不足があったことによるもの、その他病
中病後など体調の万全でない状態で散布作業に従事 したことによるもの (力 、

キ )                            _

(2)防 止対策
ア 農薬の調製又は散布 を行 うときは、農薬用マスク、保護 メガネ等防護装
備 を着用 し、かっ、慎重 に取 り扱 う。

イ 散布 に当たつては、事前に防除器 具等 の十分 な点検整備 を行 うЬ
ウ 農薬 を散布す る ときは、散布前に周辺住民等の関係者 に連絡 し、必要 に

応 じ立札 を立て注意喚起 を行 うな ど、子 どもや散布 に関係 のない者が作業

現場 に近づかない よ う配慮す る。

工 農薬散布 区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子 ど

もの保護者 等への周知 を図 り、散布の時間帯 に最大限配慮す る。

オ 強アル カ リ性の農薬 は、ラベル に記載 されて い る 「酸性肥料等 との混用
は絶対 に しない こと」の注意事項 を遵守す る。

力 散布作業前 日には、飲酒 を控 え、十分 な睡眠 を とる。   
｀

キ 体調 の優れ ない、または著 しく疲労 してい るときは、散布作業 に従事 し

ない。

2 農薬散布中

(1)原 因

① 通行人や近隣の住民への配慮が十_分 でなかつたことによるもの (ア )
② 学校に児童・生徒がいる日。時間帯に農薬散布が実施されたことによるも
の (イ )

③ 強風時の散布により周辺の者が農薬に暴露 した り、風上に向かつての散布
等により散布作業者自身が農薬に暴露 したことによるもの (ウ 、工 )
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④ 土壌 くん蒸剤の使用に当たつて、直ちに被覆をしない、十分な被覆を行
わなかったなど適切な揮散防止措置を講 じなかつたことによるもの (オ )

⑤ 炎天下で長時間散布作業に従事 したことによるもの (力 )
⑥ 散布の途中に農薬が付着した手で飲食・喫煙したことによるもの (キ )

(2)防正対策
ア 居住者、通行人等に被害を及ぼさないよう、散布時の風向きに十分注意す
る。

イ 学校敷地への農薬散布は、児童 。生徒が在学 し授業を受けている日 '時間
帯に実施 しない心

ウ 周辺への飛散を防 ぐため、強風時における散布は控える。  
´

工 風上に向かつての散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機 (多 孔ホース

噴頭)の 中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意する。

オ クロル ピク リン剤等土壌 くん蒸剤の使用に当たつては、揮散 した薬剤が周
辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直ちに適正な材

質、厚 さの資材 を用いて被覆を完全に行 う。

力 炎天下での長時間の散布作業は避 け、朝夕の涼 しい時間を選び、 2～ 3時

間ごとに交替 して行 う。 ・

キ 散布作業の合間には飲食・喫煙 をしない。

3 農薬散布後
(1)原 因
① 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの (ア )
② 土壌くん蒸剤使用後の被覆管理が不適切であつたことによるもの (イ )
③ 散布作諜後に飲酒又は睡眠不足があつた ことによるもの (ウ )

(2)防 止対策

ア 公園、校庭等 に農薬 を散布 した後は、少な くとも当 日は散布 区域 に縄囲いや

立札 を立て る等 に よ りヽ関係者以外の者 の立入 りを防 ぐ。

イ 土壌 くん蒸 中は、適正な厚 さの資材 に よる被覆状態 を維持す るとともに、ほ

場 に立て札 を立て る等 によ り、関係者 以外の者 の立入 りを防 ぐ。

ク 散布作業後 には、飲酒 を控 え、十分 な睡眠 を とる。

4 保管、廃棄
(1)原 因
① 農薬 をペ ッ トボ トルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に移 し替 えていた、
保管庫に施錠をしていなかつた等、農薬の保管管理が不適切だつたため、高齢
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者、子ども等が誤飲 したことによるもの (ア ～工)   、
② 使用残農薬を不注意に廃棄 したり、不要になつた農薬を放置したことによ
るもの (オ 、力)   

｀

③ 農薬が残っている容器が適切に処分されなかつたことによるもの (オ 、力)

(2)防 止対策

ア 毒物又は劇物に該 当す る農薬のみな らず、全ての農薬 について、安全な場

所 に施錠 して保管す る等農薬の保管管理 には十分注意す る。また、散布や調

製 のため保管庫等か ら農薬 を持 ち出 した際には、子 どもや作業 に関係 のない

者 が誤 つて手にす ることのない よ う、農薬か ら目を放 さず、作業終了後 は速

や かに保管庫等 に戻す。

イ 農薬やその希釈液、残澄等 をペ ッ トボ トルやガラス瓶な どの飲食 品の空容

器等へ移替 え しない。

ウ 農薬やその希釈液、残澄等 をペヽ ッ トボ トルやガラス瓶 な どの飲食 品の空容

器等に誤 つて移 し替 えて しま うことのないよ う、これ らの空容器等は保管庫

等の近 くに置かない。

工 万が一、容器 の破損等 によ り他 の容器 に移 し替 えぎるを得ない場合 には、

飲食品の容器 は使用せず、内容物が農薬であることを明記す るな ど、農薬の

誤飲 を防止す るための適切 な対応 を講 じる。             ,
オ 農薬 は計画的に購入・使用 し、使い切 るよ う努 める。
力 不要になった農薬や空容器、空袋 は、関係法令 を遵守 し、廃棄物処理業者
に処理 を依頼す る等 によ り適正に処理す る。

その他農薬使用者のためのr般 的注意事項 ,

ア 農薬 ラベ″ の記載 をよく読み、記載 されている希釈倍数等の使用基準やマ

スク等防護装備等に関す る注意事項 を遵守す る。

イ 散布作業後 は、手足だけでな く、全身 を石 けんでよく洗 うとともに、洗眼
し、衣服 を取 り替 える。

ウ 農薬の散布 によつてめまいや頭痛が生 じ、又は気分が少 しで も悪 くなった

場合 には 、す ぐに医師の診断 を受ける。

手 初 めて使用す る農薬 な どで、使用 に関 し不明な点がある場合 は、病害虫防

除所等 に相談す る。

【周囲の農作物、家畜等への被害】        I
(1)被害の状況
① 周辺に飛散 した除草剤により農作物が変色・枯死したもの (ア ～オ )
② 農薬散布を行つた地域やその周辺に置かれた巣箱で蜜蜂の斃死が発生し

5
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たもの (力 営ケ )

③ 本来、害虫駆除の目的で使用する農薬を、作物を害する野生生物の駆除目
的で食品に塗布 して畑に置いていたため、散歩中のペットが誤食 したことに

よるもの (ク )

④ 不要になつた農薬を河川に投棄 したため、魚がべい死 したもの (サ )

(2)防 止対策

ア 飛散が少 ない と考 え られ る剤型 (粒剤、微粒剤等)を 選択す る。
イ 飛散低減 ノズル を使用す る。

ウ ほ場 の外側 か ら内側 に向かつて散布 す るな ど、 ノズルの向きに注意す る。
工 適正 な散布圧力、散布量で散布 を行 う。
オ 薬剤 が周 囲のほ場 に飛散 しない よ う、風速や風 向きに注意す る。
力 蜜蜂 に被害 を及 ぼ さない よ う、耕種農家は、巣箱の位置や設置時期 に関

す る情報の提供 を受 けて、事前 に農薬使用の情報提供 を行 い、巣箱の退避

や巣門を閉 じる等の対策が講 じられ るよ う促すと

キ 使用す る農薬 のラベル に、「被害防止方法」、「農薬 の使用上の注意事

項」及び 「使用時期」「使用回数」 として記載 されている事項等 を遵守す る。

ク 水稲農家は養蜂家 と協力 し、地域 の実態に応 じて、蜜蜂 の活動が盛 んな

時間帯 (午 前 8時 ～ 12時 )に おける農薬 の散布 を避 けるく蜜峰が暴露 しに
_ くい形態 (粒剤の田面散布)の 殺虫剤 を使用するなどの対策を実施する。
ケ 養峰が行われている地区では、蜜峰の巣箱及びその周辺に飛散 しないよ
う注意する。

コ 本来の目的や使用方法以外で農薬を使用 しない。
サ 不要になった農薬やその希釈液等は、河川や水路等に投棄せず、適正に
処分す る。
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丹町笥己2

農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策

¬ 適用のない作物への使用、飛散等

(1)原 因

① 使用する農薬の適用のない作物に当該農薬 と同一の有効成分を含む他の
農薬が使用できるため、当該農薬についても、当該作物に使用できると誤

解 したもの (ア )

② 使用する農薬の適用のない作物 と名前や形状の類似 した適用作物がある
ため、当該適用のない作物にも当該農薬が使用できると誤解 したもの (イ )

③ 防除器具の洗浄が不十分であつたため、別の農作物に使用 した農薬が混
入 し、適用のない作物か ら当該農薬が検出されることとなつたもの (ウ )

④ 別の農作物の育苗箱に使用 した農薬がこばれた土壌で当該農薬の適用の
ない作物を栽培 したため、当該適用のない作物から当該農薬が検出される

ことになったもの (工 )

⑤ 農薬を散布 したほ場の近隣のほ場で栽培 していた別の農作物から飛散に
よ り付着 した農薬が検出されたもの (オ ～ケ )

⑥ 複数の農作物を混植 していたため、散布対象以外の農作物にも農薬が散
布 され た もの (コ )

⑦ 最終有効年月を過ぎた農薬を使用 した結果、農薬購入時から使用するま
での間に使用基準及び残留農薬基準値が変更されていたため、残留農薬基

準値を超過 して農薬成分が検出されることとなつたもの (サ )

(2)防止対策
ア 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベ
ル を確認す る。

イ 名前や形状の類似 した農作物 に使用できる農薬であって も、対象 とす る

農作物 に使用できるとは限 らないため、農薬の使用前にラベルの適用作物

名 を確認す る。

ウ 農薬 の使用前後に防除器 具を点検 し、十分に洗浄 されているか確認す る。
工 育苗箱 に農薬 を使用す る際は、あ らか じめその下に ビユエル シー トを敷
いてお くな ど、農薬が周 囲にこばれ落 ちないよ うに注意す る。

オ 飛散が少ない と考 え られ る剤型 (粒剤、微粒剤等 )を選択す る。
力 飛散低減 ノズル を使用す る。
キ ほ場 の外側 か ら内側 に向かつて散布す るな ど、 ノズル の向きに注意す る。
ク 適正 な散布圧力、散布量で散布 を行 う。
ケ 農薬が周囲のほ場 に飛散 しない よ う、風速や風 向きに注意す る。
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コ 混植 園における農薬 の使用 に当た つては、散布対象以外の農作物 にも農

薬 が飛散す るこ とを考慮 して、混植 してい る全 ての作物 に使用できる農薬

を選択す る。

サ 最終有効年月 を過 ぎた農薬 を使用 しない。

2 使用時期、回数、′希釈倍数等の誤 り

(1)原 因

①  使用す る農薬 に対す る慣れ による使用時期及び使用回数等使用基準の確

認不足 によるもの (ア )

②  農薬の効果不足に対す る不安のため、規定 され た希釈倍数 よ り揆 い濃度

で使用 した ことによる もの (イ )

③ 農薬を使用 してから農作物を収穫するまでの 日数が長 く設定されている
農薬について、その使用か らの経過 日数の確認不足によるもの (ウ 、工 )

④ 同一の有効成分を含む複数の農薬の使用によるもの (オ )

(2)防 止対策
ア 日頃から使用 している農薬であっても、農薬の使用前にラベルをその都
度確認する。

イ 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認 された使用方法が定められてい
ることを認識 し、農薬の使用前にラベ′レにより必ず確認する!

ウ 使用時期 と農作物の収穫予定 日までの 日数が確保 されるか、農薬の使用
前にラベルを逐一確認す る。また、同 じ農作物であつても早生や晩生など

収穫時期が異なる品種を混植 している場合は、それぞれの収穫予定 日を確

認 した上で農薬を使用する。

工 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用 してから農作
物を収穫するまでの 日数が農薬のラベル どお り確保 されているかを確認

する。

オ 同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿に
は有効成分 ごとの使用回数を記載 し、農薬の使用前に使用記録簿とラベル

により使用回数を確認す る。

3 環境への流出

(1)原 因

使用 した農薬がほ場外 に流出 し、又は使用 した残 りの農薬 、若 しくは農薬

が残 ってい る容器 が適切 に処分 され なかつた ことに よ り、周 囲の水産動植物

に被害 を与 え、又は河川等 に流出 した もの (ア 、イ )
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(2)防止対策    .           ィ   ｀  |
ア 水田において農薬を使用するときは、止水に関する注意事項を遵守 し、
止水期間中の農薬の流出を防止するために水管理や畦畔整備等の必要な措

置を講 じることにより、水円周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚

` f介類の被害、河川、水道水源 等の汚染の防止等環境の保全に万全を期する。
イ( 不要にならた農薬や空容器、空袋はく関係法令を遵守 し、廃棄物処理業

者に処理を依頼する等により適切に処理する。
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別記 3

毒劇物たる農薬の適正販売強化対策

1 毒劇物たる農薬の悪用等の不適切な使用の要因

(1)当 該農薬の譲受人である農家等が、毒物及び劇物取締法の知識が不足 してい

る場合 もあるため、毒劇物を安易に他人に譲渡 して しま うことが考えられる。

(2)購 入後の保管・管理が適正に行われてお らず、農薬以外の用途で用い られ る

こと、譲受人以外が容易に持ち出 して しま うことが考えられる。

(3)当 該農薬をペ ッ トボ トルや水筒等の通常飲食に使用する容器に移 し替えて し

まい、誤飲・誤食事故を起こして しま うことが考えられ る。      、

2 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策
(1)特 に(毒物劇物営業者以外の者に対 して毒劇物たる農薬の販売をするに当た

つては、販売業の登録を受けることなく毒劇物を販売 し、又は授与することは

毒物及び劇物取締法で禁止 されていることを譲受人に伝える。

(2)毒 劇物の廃棄に当たつては、関係法令に従つた廃棄を行 う必要があることを

譲受人に伝える。

(3)毒 劇物たる農薬は、毒劇物の指定がない農薬 とは別の場所に保管 し、施錠を

す るなど適正な保管管理が行われるよう譲受人に伝 える。

(4)毒嫁ll物 たる農薬を、飲食物の容器 として通常使用 される物に移 し替えること

は、毒物及び劇物取締法で禁止 されていることを譲受人に伝える。

(5)毒物及び劇物取締法第 14条 (毒物又は劇物の譲渡手続)及 び第 15条 (毒物

又は劇物の交付の制限等)の 規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲

受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行 う。

(6)譲 受人の言動等か ら安全かつ適正な取扱いに不安があると認められる者には

交付 しない。
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